
２平成 30 年 3 月 1 日　広報ふっさ　No.994042-551-1511 です ※お掛け間違いのないようにお願いします

 平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大

震災から今年で７年が経とうとしていま

すが、震度７クラスの首都直下型大地震

はいつ発生してもおかしくありません。

　地震が起きたときは、何よりもまず自

分の命を守ること、そしてけがをしない

ことが大切です。

【問合せ】福生消防署予防課☎ 552・0119

防
災
無
線
の
放
送
内
容
が
電
話
で
確
認
で
き
ま
す
。【
専
用
電
話
番
号
】
☎
539
・

２
０
６
１
ま
た
は
☎
539
・

２
０
６
２

ご
利
用
く
だ
さ
い　
　
　
　
　

 
　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
議
会
中
継

　

仕
事
や
子
育
て
な
ど
で
傍
聴

に
出
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
も
、
ご
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
等

で
本
会
議
の
様
子
を
ご
覧
に
な

れ
ま
す
。「
市
民
に
開
か
れ
た

わ
か
り
や
す
い
議
会
」
を
一
層

推
進
す
る
た
め
、
積
極
的
に
議

会
情
報
を
お
届
け
し
ま
す
。

【
配
信
内
容
】
本
会
議
の
ラ
イ

ブ
映
像
と
録
画
映
像

※
録
画
映
像
は
、
過
去
の
会
議

を
会
議
名
や
議
員
名
、
用
語
な

ど
で
検
索
し
て
ご
覧
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
ア
ク
セ
ス
方
法
】
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
、
福
生
市
議
会

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
」
に

ア
ク
セ
ス
し
て
ご
覧
く
だ
さ

い
。

【
問
合
せ
】
議
会
事
務
局
庶
務

係
☎
551
・

１
５
２
３

法
テ
ラ
ス「
無
料
法
律
相
談
会
」

の
お
知
ら
せ

【
日
時
】
3
月
10
日
㈯
午
前
9

時
～
午
後
0
時
10
分

【
場
所
】
市
役
所
1
階
1
番
秘

書
広
報
課
第
1
相
談
室

【
定
員
】
先
着
5
人

【
相
談
員
】
弁
護
士

【
申
込
み
】
3
月
5
日
㈪
～
9

日
㈮
の
間
に
秘
書
広
報
課
広
報

広
聴
係
☎
551
・

１
５
２
９
へ
。

※
法
テ
ラ
ス
（
日
本
司
法
支
援

セ
ン
タ
ー
）
は
、
資
力
が
乏
し

い
方
の
た
め
の
法
律
相
談
・

裁

判
費
用
の
立
て
替
え
な
ど
を

行
っ
て
い
る
公
的
な
法
人
で

す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

地震から身を守ろう！

○地震その時 10 のポイント
地震時の行動
①地震だ！　まず身の安全

地震直後の行動
②落ち着いて　火の元確認　初期消火

③あわてた行動　けがのもと

④窓や戸を開け　出口を確保

⑤門や塀には　近寄らない

地震後の行動
⑥火災や津波　確かな避難

⑦正しい情報　確かな行動

⑧確かめ合おう　わが家の安全　隣

の安否

⑨協力し合って　救出・救護

⑩避難の前に　安全確認　電気・ガ

ス

「
Ｊ

ジ
ェ
イ-

Ａア

ラ

ー

ト

Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
」
の
全
国

一
斉
試
験
放
送
が
行
わ
れ
ま
す

　

地
震
・

津
波
や
武
力
攻
撃
な

ど
の
災
害
時
に
、
緊
急
情
報

を
自
動
で
放
送
す
る
た
め
の

シ
ス
テ
ム
「
全
国
瞬
時
警
報

シ
ス
テ
ム
（
Ｊ-

Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ

Ｔ
）」
の
、
全
国
一
斉
試
験
を

行
い
ま
す
。

　

試
験
日
当
日
は
、
防
災
行
政

無
線
か
ら
試
験
放
送
を
行
い
ま

す
。

【
日
時
】
３
月
14
日
㈬
午
前
11

時
ご
ろ
に
試
験
放
送
実
施

【
問
合
せ
】
安
全
安
心
ま

ち
づ
く
り
課
防
災
係
☎
551
・

１
６
３
８

パートタイマー・嘱託職員募集
名称 募集

人員 雇用期間 勤務時間 勤務場所 報酬 受験資格 試験方法

パートタ
イマー

若干名

平 成 30 年 4
月 1 日 ～ 平
成 31 年 3 月
31 日 ( 翌 年
度以降、期
間の更新の
制度あり）

週 5日（月～金曜日） 
午前 9時～午後 4時
※部署により異なる
場合あり。毎月勤務
があるとは限りませ
ん（年間 6 ～ 7 か月
程度）。

市役所、保
健センター、
公民館ほか

時間額
960 円

パソコン操作（エク
セル・ワード）がで
きる方

面 接（ ３
月15日㈭）

図書館嘱
託員

若干名

週 5日（火～日曜日） 
※毎週土曜または日
曜日のどちらかを含
む。午前 9 時～午後
4 時・午前 10 時～
午後 5 時・午後 2 時
15分～8時15分(祝
日出勤あり、出勤曜
日不定 )

中央図書館、
武蔵野台図
書館

時間額
1 , 2 0 0
円

次の要件に該当する
方
①司書、司書補、司
書教諭のいずれかの
資格（見込みを含む）
を有する方
②パソコン操作（エ
クセル・ワード）が
できる方

面 接（ ３
月16日㈮）

図書館嘱
託員（学
校 図 書
館）

若干名

週 5日（月～金曜日）
午前 9 時～午後 4 時
または午前 10 時～
午後 5時
※勤務先の学校によ
る

市内小・中
学校および
中央図書館

勤務条件、受験資格等の詳細は、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
【申込み】３月１日㈭～ 13 日㈫の間（土・日曜日を除く）に、本人が履歴書（写真貼付）および資格を有
することを証明できるものの写し（当該職種のみ）を持参のうえ、直接、市役所第一棟５階職員課☎ 551・
1589 へ。

車両の登録・廃車・変更等の
手続き場所について

　軽自動車税は、毎年 4 月 1 日現在所有

している方に課税されます。住所（定置

場）変更や譲渡および登録・

廃車等をする場合は、下表の

各機関でお手続きをしてくだ

さい。

【問合せ】課税課市民税係☎ 551・1610

●車両の登録・廃車・変更等の手続き場所

◎原動機付自転車
（125cc 以下）
◎小型特殊自動車

市役所 1 階 4 番課税

課市民税係☎ 551・

1610

◎ 軽 二 輪（125cc 超
250cc 以下）
◎小型二輪（250cc超）

東京運輸支局八王子

自動車検査登録事務

所（八王子市滝山町

1-270-2）

☎ 050・5540・2034

◎三輪・四輪の軽自
動車

軽自動車検査協会東

京主管事務所八王子

支 所（ 青 梅 市 新 町

6-18-2）

☎ 050・3816・3103

課
税
課
資
産
税
係
か
ら
の
お
知

ら
せ

①
土
地
・

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

　

納
税
者
の
方
が
自
己
の
土

地
、
家
屋
と
ほ
か
の
土
地
、
家

屋
の
価
格
を
比
較
す
る
た
め
、

土
地
・

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

の
縦
覧
が
で
き
ま
す
。

【
縦
覧
期
間
】
４
月
2
日
㈪
～

５
月
31
日
㈭
（
日
・

祝
日
は
除

く
）

【
縦
覧
で
き
る
方
】
固
定
資
産

税
の
納
税
者
お
よ
び
そ
の
同
居

の
家
族
、
も
し
く
は
納
税
者
の

委
任
ま
た
は
代
理
人
の
選
任
を

受
け
た
方（
納
税
者
の
委
任
状
、

代
理
人
選
任
届
等
の
書
類
が
必

要
で
す
。）

【
縦
覧
方
法
】
印
鑑
お
よ
び
本

人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
納
税

通
知
書
、
課
税
明
細
書
、
運
転

免
許
証
等
）
を
ご
持
参
く
だ
さ

い
。

②
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

に
つ
い
て

　

納
税
義
務
者
、
借
地
借
家
人

の
方
は
、
固
定
資
産
の
課
税
内

容
を
確
認
し
て
い
た
だ
く
た

め
に
、
該
当

す
る
固
定
資

産
課
税
台
帳

を
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、

納
税
義
務
者
の
方
に
は
課
税
台

帳
の
閲
覧
に
代
え
て
、
名
寄
帳

の
写
し
を
交
付
し
ま
す
。

【
閲
覧
期
間
】
通
年
（
日
・

祝
日
・

年
末
年
始
は
除
く
）

【
閲
覧
で
き
る
方
】
固
定
資
産

税
の
納
税
義
務
者
お
よ
び
同
居

の
家
族
、
借
地
借
家
人
も
し
く

は
納
税
義
務
者
の
委
任
ま
た
は

代
理
人
の
選
任
を
受
け
た
方

（
納
税
義
務
者
の
委
任
状
、
代

理
人
選
任
届
等
の
書
類
が
必
要

で
す
。）

【
閲
覧
方
法
】
印
鑑
お
よ
び
本

人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
納

税
通
知
書
、
課
税
明
細
書
、

運
転
免
許
証
等
）
を
ご
持
参

く
だ
さ
い
。

※
な
お
、
借
地
借
家
人
の
方

が
閲
覧
す
る
場
合
は
、
そ
の

旨
を
証
明
で
き
る
書
類
（
借

地
借
家
契
約
書
、
地
代
家
賃

の
領
収
書
な
ど
）
を
ご
持
参

く
だ
さ
い
。

【
手
数
料
】１
件
200
円（
た
だ
し
、

納
税
義
務
者
の
方
は
、
縦
覧
期

間
中
は
30
年
度
分
の
閲
覧
は
無

料
で
す
。）

〈
①
②
共
通
〉

【
縦
覧
・

閲
覧
時
間
】
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
（
た

だ
し
、
水
曜
日
は
午
後
８
時
ま

で
。
土
曜
日
の
正
午
～
午
後
１

時
を
除
く
）

【
縦
覧
・

閲
覧
場
所
】
市
役
所

1
階
4
番
課
税
課
窓
口

【
問
合
せ
】
課
税
課
資
産
税
係

☎
551
・

１
６
１
４

【広報ふっさ 2月 15日号掲載記事の訂正について】広報ふっさ 2月 15日号の 4面市民活動支援講座「いま知りたい！クラウドファンディングの仕組みと活用術」の記事中、申込み先

の電話番号とファクス番号に誤りがありました。正しい電話番号およびファクス番号は「551・0166」です。お詫びして訂正します。【問合せ】輝き市民サポートセンター☎ 551・0166


